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計画策定

犯罪をした者等が社会において孤立することなく、地域の理解と協力を得て再び社会を構成する
一員となることを支援し、安全で安心して暮らせる社会を実現する。

法第4条第2項
地方公共団体は、再犯の防止等に関し、国との
適切な役割分担を踏まえて、その地域の状況に
応じた施策を策定・実施する責務がある。
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